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診療所（助産所）開設届出事項中一部変更届 

   

 開設届出事項中の一部を変更したので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 名 称 
 

 

２ 開設の場所 
〒 

                 電話 

３ 変更した理由 
 

 

 

４ 変更した事項 

内容 変更前 変更後 

 

 

 

  

 

５ 変更年月日        年    月   日 

 



備考 

１ この様式により変更の届出を要する事項は、次のとおりである。 

（１）  開設者の住所又は名称 

（２）  名称 

（３）  開設の場所 

（４）  診療を行おうとする科目 

（５）  診療所にあっては、開設者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、  

又は病院若しくは診療所に勤務する者である場合 

（６）  助産所にあっては、開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若

しくは助産所に勤務する者である場合 

（７）  従業者の定員 

（８）  敷地の面積及び平面図 

（９）  建物の構造概要及び平面図 

（１０） 歯科技工室の構造設備の概要 

（１１） 病床数、病床種別ごとの病床数又は各病室（入所室）の病床数（入所定員） 

（１２） 管理者の住所又は氏名 

（１３） 診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日及び診療時間又

は業務に従事する助産師の氏名、勤務日及び勤務時間 

（１４） 薬剤師の氏名 

（１５） 助産所にあっては、嘱託医師の住所若しくは氏名、嘱託医師の勤務する病院若しくは

診療所の住所若しくは名称又は嘱託医療機関の住所若しくは名称 

２ １の（５）から（１１）までに掲げる事項の変更は、開設届の様式（様式第５号又は様式

第６号）の該当する事項に準じて記載すること。 

３ 次の各号に掲げる区分に該当するときは、当該各号に定める書類を添付すること。 

（１） １の（８）から（１１）までに掲げる事項の変更の場合は、平面図（変更前及び変更後

の平面図で変更箇所を明示したもの。） 

（２） １の（１）に掲げる事項の変更の場合は、 

イ 開設者の臨床研修修了登録証又は免許証の写し 

ロ 開設者が再教育研修者であるときは、再教育研修修了登録証の写し 

（３） １の（１２）に掲げる事項の変更の場合は、管理者の臨床研修修了登録証又は免許証の

写し及び履歴書 

（４） １の（１３）及び（１４）に掲げる事項の変更の場合は、診療に従事する医師若しくは

歯科医師の臨床研修修了登録証又は免許証の写し、又は業務に従事する助産師及び薬剤

師の免許証の写し 

（５） １の（１５）に掲げる事項の変更の場合は、嘱託医師については嘱託した旨の書類及び

免許の写し、嘱託医療機関については当該医療機関が診療科名中に産科又は産婦人科を

有する旨の書類及び嘱託した旨の書類 


